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会 議 録 

会 議 名 

（付属機関等名） 
平成２９年度 第３回 川西市国民健康保険運営協議会 

事 務 局 

（担 当 課） 
健康福祉部 長寿・保険室 国民健康保険課 

開 催 日 時 平成３０年２月２日（金） 午後１時３０分 

開 催 場 所 川西市役所 ４階 庁議室 

出

席

者 

委 員 

田村幾男、 鎌田満子、 野原登志子、 有本惠子 

織田行雄、 松浦孝治、 樋口淳一、 中原光治、 

佐々木保幸、板東一仁、 白﨑邦男、 

事務局 
健康福祉部長、 長寿・保険室長、 国民健康保険課長、 

保険収納課長、 保険収納課長補佐、 国民健康保険課主査 

傍聴の可否予定 可 傍聴者数 ０人 

傍聴不可・一部不可の

場合は、その理由 
  

 

会 議 次 第 

 

議題 

１ 平成 30 年度本係数に基づく納付金及び標準保険料率に 

ついて 

２ その他 

 

会 議 結 果 

 

１ 平成 30 年度本係数に基づく納付金及び標準保険料率につい

て、委員に対し説明が行われた。 

２ 今後の予定について、委員に対し説明が行われた。 
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審議経過 
              

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

会長 

 

それでは定刻がまいりましたので、ただいまより、平成２９年度第3回目の川西市国

民健康保険運営協議会を開催いたします。 

本日は大変お忙しいところご出席いただき、誠にありがとうございます。 

まず初めに、本日の委員の出欠をご報告いたします。藤末委員が欠席で他の 

11名が出席であります。よって、川西市国民健康保険運営協議会規則第4条に従っ

て、定数の半数を超えておりますので、本日の運営協議会は成立となります。 

また、本日の会議は、「川西市国民健康保険運営協議会会議公開制度運用要綱

第５条」の規定に基づきまして傍聴を認めることとしておりますので、ご了承をお願い

いたします。 

 続きまして、健康福祉部長より、皆様にごあいさつを申し上げます。よろしくお願いし

ます。 

 

皆様、こんにちは。川西市健康福祉部長の根津でございます。 

本日は、今年度第 3 回目の本市国民健康保険運営協議会にご出席いただきまし

て、ありがとうございます。委員の皆様におかれましては、日ごろより本市の国民健康

保険事業の運営につきまして、種々ご意見をいただいておりますことに、厚くお礼申

し上げます。 

さて、１２月に開催しました本会議では、仮係数に基づく納付金額と新制度に基づ

く納付金などについてご議論いただいたところですが、本年になりまして確定しました

数字が兵庫県から送られてまいりました。本日はこの確定しました係数に基づきます

納付金額や標準保険料率等の結果をもとに、来年度の税率の考え方についてご説

明させていただきたいと考えております。また、来年度以降の兵庫県国民健康保険

運営方針が策定されておりますので、その点につきましてもご説明させていただきま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 それでは議事をすすめたいと思います。 

まず、本日の協議会議事録の署名委員を選出させていただきたいと思います。 

私から指名をさせていただきたいと思いますけれどもご異議ございませんでしょうか。 

 

       ＜「異議なし」の声＞ 

 

異議なしとのことですので、本日の署名委員といたしまして、白﨑委員と織田委員

を署名委員に指名いたしますので、よろしくお願いいたします。  
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室長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、議題に基づきまして進行させていただきます。 

  協議事項第１「本市における平成 30年度本係数に基づく納付金及び保険税額 

等について」を議題といたします。 

内容について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

長寿・保険室の山本でございます。まず会議資料の確認をさせていただきます。本

日は、事前に４点お配りしております。資料１-１「本市における平成30年度本係数に

基づく納付金及び保険税額等について」という資料、資料１-２「加入世帯数・被保険

者数の推移」という資料、資料１-３「国民健康保険運営方針の内容修正【新旧対照

表】」という資料、資料１-４「兵庫県国民健康保険運営方針」という資料でございます

。また、本日は「データヘルス計画書」という資料と「特別職報酬等の額の改定につい

て」という参考資料、「国民健康保険の安定を求めて」というパンフレットを追加でご用

意させていただいております。「データヘルス計画書」と「特別職報酬等の額の改定に

ついて」につきましては、また後程ご説明いたします。「国民健康保険の安定を求め

て」というパンフレットにつきましては、２９年度分が届きましたので、お持ち帰りいただ

き内容をご確認ください。皆様、資料については、お手元にお持ちでしょうか。 

 

 それでは順次説明を始めさせていただきます。 

資料１-１の１ページをお開き願います。 

「兵庫県の激変緩和検討のための基準額の本算定結果と措置の方法について」で

ございます。 

１の「基準額の本算定結果」についてでございますが、表の右端の一番下に、平成

２８年度の基準額と平成３０年度の基準額を比較した増加率から算出した、１年分の

増加率の県平均値が記載されております。 

前回の運営協議会でご説明しました仮係数に基づく試算結果におきましては、そ

の増加率が 1.8％であり、それに１％の解消幅を加えた 2.8％を超えた部分が激変緩

和の対象となっておりました。 

今回の本係数に基づく算定結果では 1.9％となっているため、解消幅１％を加えた

2.9％を超える部分が激変緩和措置の対象となっております。本市の増加率につきま

しては、表の中ほどにあります激変緩和対象の境界線から上に向けて７つ目に記載

されております。仮係数時は 4.3％であったものが、本係数では 3.8％となっており、こ

の資料には記載されておりませんが、激変緩和措置として交付される金額は、仮係数

時の約１億３，０００万円から約５，０００万円減少し、約８，１００万円となっております。 

なお、この金額の交付につきましては、市が県に支払う納付金額から差し引かれる

という形で調整されることになります。 

 次に、２の「本算定の前提及び計算方法」でございますが、①の兵庫県全体での保
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険給付費の推計につきましては、仮係数時から６９億円増の３，９４７億円となっており

ます。この金額は、診療報酬改定を加味して算定しておりますが、国システムで７０歳

以上の被保険者数が補正されたことにより、増加となっております。また、基準額につ

きましては、②に記載しておりますとおり、改革による影響に着目して激変緩和措置

の必要性を判定するため、市町ごとに異なる一般会計繰入金や県調整交付金、任意

給付、保健事業費等を考慮しない額となっていることにつきましては、仮係数の時と

変更はございませんが、仮係数の時よりも保険給付費の見込が増えていることや、仮

係数の時には全国的に前期高齢者交付金が過大に積算されていたことから、今回平

成３０年度の基準額が上がっているとともに、平成２８年度の基準額につきましても、

算出方法に修正があったとのことで、仮係数の時よりも金額が増加しております。 

 次に３の「激変緩和措置の方法と必要額」でございます。措置対象につきましては

先ほど説明したとおりでございますが、その方法については、新制度の施行状況を踏

まえ、３年ごとに見直しを行うこととなっております。必要額としましては、県全体で約 

１０億円を見込んでおります。 

 

次に２ページをご覧ください。 

「本市における平成３０年度本係数に基づく納付金及び保険税額について」でござ

いますが、この資料では、納付金から算出した必要な保険税額と、現在の税率で歳

入が見込まれる額との差額を、医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分ごとに

記載しております。 

まず、１の医療分でございますが、上部に記載しております納付金額は、３１億１，６

１５万４，６７５円となっております。 

この納付金額から必要な保険税額を算出するために、納付金額に、保健事業費な

ど納付金額とは別に歳出が必要なものを加えるとともに、県繰入金など、税以外に歳

入が見込まれるものを控除した金額を算出いたします。その額が④の２３億９，０９７万

６，９０３円でございます。 

次に「現在の税率で見込まれる保険税額等との差額」ですが、⑤の現在の税率で

見込まれる調定額につきましては、市で見込んだ所得や被保険者数、世帯数をもと

に算出した結果、２１億３，１４５万７，９１２円となっており、その額に収納率見込である

９２．８％をかけた１９億７，７９９万２，９４２円が保険税の見込額となります。その額に

低所得世帯の軽減制度で減額した分を補填する基盤見込額を加えた合計である⑦

の２３億 2，４４２万２，７６１円が現在の税率で見込まれる保険税額等となります。その

額と必要な保険税との差額は、６，６５５万４,１４２円のマイナスとなっております。 

 ちなみに、現在の税率で見込まれる保険税額につきましては、後ほど説明いたしま

す賦課限度額の引き上げや軽減対象者拡大を反映した数字となっております。 

次に資料右側の２の後期高齢者支援金分でございますが、納付金額は９億８，９６
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保険収納課長 

 

 

 

 

 

３万６，２２８円となっております。 

「必要な保険税額」を算出するために、医療分と同様に、調整項目を調整した結

果、必要な保険税額は８億４，６１６万２，７２１円となっております。 

一方で、現在の税率で見込まれる保険税額等を算定した結果、保険税見込額と基

盤見込額の合計で８億９，３６７万９，００２円となっております。その額と必要な保険税

額との差額は、４，７５１万６,２８１円のプラスとなっております。 

 

３ページをお開きください。 

こちらは介護納付金分でございますが、納付金額は３億３，２３８万５，８３１円となっ

ております。 

「必要な保険税額」を算出するために、医療分や後期高齢者支援金分と同様に、

調整項目を調整した結果、必要な保険税額は２億６，８２４万９，５６３円となっておりま

す。 

一方で、現在の税率で見込まれる保険税額等を算定した結果、保険税見込額と基

盤見込額の合計で２億７，１３７万６，３７４円となっております。その額と必要な保険税

額との差額は、３１２万６,８１１円のプラスとなっております。 

 これらの結果、現在の税率で見込まれる保険税額と必要な保険税額の差について

は、医療分、支援金分、介護分全体で１，５９１万１,０５０円のマイナスとなっておりま

す。 

以上が本係数に基づく納付金と保険税額の試算結果でございます。この結果を見

ますと、現在の税率での見込まれる保険税額の総額と必要な保険税額の総額の差が

少額であるため、不足分については基金で繰入を行うことで、平成３０年度は税率改

定を行わず、現在の税率のままで据え置きたいと考えております。資料１－１の説明

は以上でございます。 

 

ここまでで何かご意見やご質問はございますでしょうか。 

 

３の介護納付金分の収納率が、ほかに比べて低いですが、年齢でいうと４０から６４

歳までの方の収納率が下がっているということでよろしいでしょうか。 

 

介護納付金の収納率の件ですけれど、これから先の資料をみていただけたらわか

りますが、介護納付金分につきましては、８６．５％ですが、医療給付費金とか後期と

同じように上がっております。全体としては上がっておりますけれども、４０歳から６４歳

までの間の方というのは、やはり働きざかりの世代でありますとか、特に４０代とか５０代

の方におかれましては、お子さんがいて、子どもにお金がかかる世代でありますので

、どうしてもこの年代というのは収納率が低いようになっているということでございます。 
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よろしいでしょうか。医療分の収納率が９２．８％となっておりますけれど、介護分だ

けがちょっと低いということは、これはひとつ問題であるとは思います。 

ほかに何かご質問はございませんでしょうか。 

 

収納率がもちろん１００％でないというのはわかるのですが、この収納率をあらかじ

め計算に入れて保険料を算定するのですか。要するに、最初から、入ってこないであ

ろうということをあらかじめ計算しておいて保険料を算定するという考え方でいいので

すか。 

 

はい。そうですね。おっしゃるとおりです。実際必要な金額、保険税として集めるべ

き金額というのが確定しております。それに対してどれくらい集まってくるかということを

もちろん計算していくのですが、その場合の見込みとしまして、収納率というものを入

れなければ、現実的には税率設定をしたところで集まってこないという形になります。

この考え方につきましては県の方で標準保険料率の計算の方法でも同じような方法

をとっておりますので、川西だけがそういう方法をしているわけではなくて、一般的な

方法でございます。 

 

よろしいでしょうか。 

 

一般的であるのか川西だけであるのかとかそういう問題ではなくて、あらかじめ入っ

てこないということを計算に入れた上で保険料を算定するという考え方でいいわけで

すね。 

 

はい。おっしゃるとおりです。 

 

 

１００％の前提で計算をしますと、毎年赤字ばかりが出てくるということになるので、

どうしてもこういう形になるのですね。ほかにございませんでしょうか。 

 

１ページ目の基準額の本算定結果で、新温泉町というのは増加、下の方の伊丹、

播磨町、宍粟市、尼崎市は逆に下がると。増加していないというような現象になってい

ますけれども、大きな意味で下の４市町ですね、下がるということと、明らかに上は8.5

％とか増加していますけれど、考え方としてマイナスになるというのは、何か大きな意

味があるのでしょうか。ちょっと意味がわからない。考えられる原因というか、反対にな

るという現象。普通は増加がほとんどだと。平均はもちろん1.9％と書いてありますし。
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上の方は非常に増えているということに対して下マイナスになるという。何の現象でそ

ういう風になるのか。 

 

各市がどういった状況で実はそうなっているかというところは正直我々もわかってい

るところではないのですけれども、こちらの方ですが、28年度の国民健康保険の体制

と３０年度以降の分というのは、ちょっと違っていますので、あくまで28年度の基準額と

いうのは一定のルールで決めた、作った数字という形にはなっております。28年度か

ら30年度の部分がどれだけ増えたかという形の方になってくるのですけれども、もちろ

んこの各市の状況によりましては、算出の状況ですね。医療費の方はもちろん上がっ

たりはしていますけれども、それ以外の原因として各市それぞれが引ける数字もあると

思います。市の特別な事情によって、それぞれ引ける公費として大きく入ってきた分

については引ける、そういう数字となってきますので、こちら納付金算定の部分ですで

に過去の計算の方からいろいろ差し引きされているような金額もございますので、そう

いう影響も多少あるのかなという気はしますけれども、川西市が実際の税率が上がら

なかったかどうかという表ではなくてですね。こちらの方のつきましては、あくまで作っ

た基本となる同じルールで見越したときの28年度の基準額というのと30年度を比べた

時にどれだけ上がっているか、下がっているかというような比べですので、税率の上が

る下がるという話ではないということはお伝えしておきたいと思います。 

 

特にですね、伊丹と尼崎が入っているようなことで、非常に不思議なというか、近辺

の市でありまして、むしろ向こうの方が大きな市だと思うのですが、播磨町や宍粟市は

ちょっと場所が違いますけれども、特に私が思うのは伊丹や尼崎が入っているようなこ

との意味で。よりどうなっているのかなというような感じです。 

 

尼崎市が28年当時に設定している税率というのがあるかと思うのですが、そちらの

方の税率が川西市よりもちろん高い税率という形になってきておりますので、そういっ

たことも多少影響しているかもしれないとは思います。 

 

よろしいでしょうか。実際に税率を下げてよいという、そういう風な直接的な数字で

はないということでご理解いただきたいと思います。 

ほかにご質問等ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、続けて資

料１－２の説明をお願いします。 

 

 資料１－２をご覧ください。 

 先ほどの資料 1－1 を補足する資料でございます。１ページ目は、加入世帯数、被

保険者数の推移でございます。この 5 年間で世帯数、加入者数とも減ってきておりま
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す。特に平成 28 年度の秋には社会保険の適用拡大があったため、その手続きが行

われた 28年度から 29年度にかけては被保険者の減少率が大きくなっております。ま

た、退職被保険者につきましては、現在は制度の経過措置期間であり、対象者が全

員いなくなる予定の平成 31 年度に向けて、平成 30 年度においても非常に少ない人

数を見込んでおります。 

 

 ２ページをお開きください。 

 現年度収納額と収納率の推移でございます。 

 左上のグラフが現年度の全ての区分の一般分と退職分を合計した収納額と収納率

でございます。そして、右上のグラフが医療分の一般分、左下のグラフは後期高齢者

支援金分の一般分、右下のグラフが介護納付金分の一般分と退職分を合計した収

納額と収納率のグラフであり、この数値は資料 1－1 の現在の税率で見込まれる保険

税額を算出する際に使用した収納率になっております。 

 収納額につきましては、被保険者数が減り、調定額が減っていることから減少傾向

ですが、収納率は年々向上しており、平成 30年度は平成 29年度と同程度の収納率

を確保できるものと見込んでおります。 

 

 ３ページをご覧ください。 

 川西市国保における賦課限度額引上げと法定軽減対象者拡大による影響でござ

います。 

 平成 30年度税制改正の大綱が閣議決定され、基礎課税額に係る課税限度額の引

き上げと減額の対象となる所得の基準についての引き上げが行われることとなりまし

た。 

 図の真ん中より少し上にある「賦課限度額引上げの内訳」という表をご覧ください。

医療給付費分の賦課限度額が、現行の 54 万円から 58 万円に引き上げられることと

なりました。その影響額につきましては、表の上部に記載しておりますとおり、約１，３８

１万７，０００円と見込んでおります。 

 次に、図の下にあります「軽減対象者拡大の内容」という部分をご覧ください。２割軽

減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者数に乗ずべき金額

を現行の４９万円から５０万円に引き上げ、５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所

得の算定において、被保険者数に乗ずべき金額を現行の２７万円から２７万５，０００

円に引き上げることとなりました。この影響額につきましては、５割軽減対象者分で約

３５７万８，０００円、２割軽減対象者分で約１１４万２,０００円を見込んでおります。 

 

 ４ページをお開きください。 

 近隣市の標準保険料率の比較でございます。 
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保険収納課長 

 

 

 

会長 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

国民健康保険

課長 

 

 

 

 

 

 

 政令指定都市であります神戸市と阪神間の近隣市の標準保険料率を記載しており

ますが、本市の所得割の率や均等割、平等割の額は、近隣市の中で高い順に医療

分が６番目、支援金分が８番目、介護分が８番目となっており、阪神間の中では比較

的高くないという結果になっております。 

 なお、標準保険料率の計算の方法につきましては、前回の運営協議会でご説明し

たとおりでございます。資料１－２の説明は以上でございます。 

 

ここまでで何かご意見やご質問はございますでしょうか。先ほどの委員のご質問と

関連するような収納率の問題、それから他市、近隣の市町村と比べての税率が川西

市ではどうかということについての説明でございました。何か質問等ございませんでし

ょうか。 

 

収納率の数値ですが、グラフでは年度ごとに約１ポイントの上昇をしていますけれ

ども、29年度、30年度で横ばいと推定されている根拠を教えてほしいのですが。 

 

そこにつきましては、もちろん計画では伸びていくとは思うのですけれど、一応最低

限、前年度と同等の収納率はキープできるであろうという最低限の見込みで前年度を

入れるということでやっています。 

 

よろしいでしょうか。一応安全サイドを見込んでということで努力した結果、成り立つ

数値であります。 

ほかにご質問ございませんでしょうか。 

 

法定軽減の対象者拡大についてお聞きしたいのですが、２割軽減が４９万から５０

万、5割軽減が２７万から２７万５，０００円と税制大綱が決定したということなのですけ

れども、国保の中でその分について緩和措置などは全くなく、税制どおりやるというこ

とは決まっているのでしょうか。 

 

緩和措置といいますか、これは軽減の方の話でありますけれど、逆に対象者が増

えるということでございます。被保険者の方からするとメリット、減額、軽減を受けられる

方が増えるということでございます。一方、上の方の賦課限度額という部分に関しまし

ては、今までが医療給付費分につきましては54万以上払わなくてよかったのですけ

れども、今回は58万が天井になりました。被保険者の方からすると少しプラスという形

になりますけれども、賦課限度額に関しましては、条例がそのまま地方税法の施行令

のとおり自動的に上限が合わされるという形になります。軽減につきましては、また後

ほど税条例の改正をさせていただきますけれども、これは被保険者の方のメリットです
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ので、この方向で今のところいかせていただこうと思っております。 

 

よろしいでしょうか。ほかに何かご質問ございませんでしょうか。それでは、続けて資

料１－３と１－４の説明をお願いします。 

 

 資料１－３をご覧ください。 

このたび、兵庫県国民健康保険運営方針が策定されましたが、前回の運営協議会

でご説明した内容から少し変更となっておりますので、簡単にご説明いたします。 

資料１－４としまして、運営方針の全文を配布しておりますので、説明に合わせて

適宜ご参照ください。 

運営方針の２６ページの「４ 生活習慣病の重症化予防の推進」について、重症化

予防の取組内容をより分かりやすくするため、具体的な取組例を運営方針の 27 ペー

ジに追加しております。 

 

 次に２ページをお開きください。運営方針の 28ページの「８ 被保険者の予防・健康

づくりに向けた主体的な取組の支援」と「10 データヘルス計画に基づく事業実施」に

ついて重複的な記載内容を整理しております。 

 

 ３ページをご覧ください。運営方針の 33から 34ページにかけて記載しております「２ 

国保における地域包括ケアシステムの推進に資する取組」について、取組内容をより

分かりやすくするため、国の保険者努力支援制度の指標等を踏まえ、具体例を追加

しております。資料４ページもその内容の続きを記載しております。 

資料１－３、１－４の説明は以上でございます。 

 

この件につきまして、何かご意見等ございませんでしょうか。 

少しいろんな課題で具体的な例が追加をされた訳ですけれど、ご質問ございませ

んか。また後ほど運営方針等と照らし合わせたというような形でご検討いただければと

思います。特にございませんでしょうか。ないようでしたら協議事項の１についてはこ

れで終わりたいと思います。 

先ほど、最初のですね、30年度の本係数に基づく納付金及び保険税額等につい

ての説明の中で、今年度の従来の保険税率で、30年度を検討した結果、介護のペー

ジに約1600万程度の赤字という試算結果が出ております。1600万円程度の金額を税

率改定で賄おうとしますと、0.数パーセントという金額になるようでございます。そういう

ことで事務局としてはその1600万円については基金から充当するということで３０年度

につきまして税率改正を行わないという形で進めたいという提案がございました。これ

についてみなさんのご意見を伺いたいと思います。いかがですか。一応30年度につ
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会長 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

室長 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

いては税率改正を行わずにそのまま運用をしていきたいというころでございます。よろ

しいでしょうか。 

 

＜「異議なし」の声＞ 

 

今の川西市の基金の状況を教えていただきたいのですが。 

 

基金条例をようやく今年度中に作らせていただきまして、過去から繰入金を入れた

上で29年度がどれくらいになるのかということで今のところ見込んでおりますけれど、

今のところ約９億７，０００万弱くらいは基金の方に入れられるのではないかという方向

性で考えております。 

 

よろしいでしょうか。９億くらいの見込みがある中での納付金額については一応基

金で運用していきたいという提案でございます。ほかにご意見ございませんでしょうか

。それでは事務局からの30年度については税率改正をしないという提案でございまし

たけれども、これについて賛成の方、それぞれ挙手をお願い致します。 

 

＜全委員 挙手＞ 

 

はい。ありがとうございます。それでは全会一致で来年度、30年度については税率

変更を行わない、基金から充当させていただくという形で進めたいと思います。ほか

に何かございませんか。よろしいでしょうか。 

それでは協議事項第２「その他」の項目に移りたいと思います。事務局から何かあり

ますでしょうか。 

 

本日お配りしました「特別職報酬等の額の改定について」という参考資料をご覧く

ださい。平成３０年４月１日から本運営協議会の会長及び委員の皆様の報酬が改定

されることとなりました。改定額としましては、会長が700円減額の日額12,400円、委員

の方が600円減額の日額10,500円となります。 

今回の改定は、一般職員の給料改定や他市の状況などを鑑みて、特別職の報酬

等が減額されるのに合わせて、委員報酬についても減額改定されることになったもの

です。どうぞ、ご了承いただきますようよろしくお願いいたします。 

 

この件につきまして、何かご意見等ございませんでしょうか。 

よろしいでしょうか。それではこういう形でご理解をいただきたいと思います。 

引き続きまして最後に、事務局より本日お配りいただいたデータヘルス計画書と今
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室長 

 

 

 

 

国民健康保険

課長 

 

会長 

 

 

 

 

後の予定についてお願いいたします。 

 

今後の運営協議会の予定ですが、国民健康保険課で策定しておりますデータヘ

ルス計画の第2期計画策定に伴いまして、今年度中に2回ほどご議論いただきたいと

思っております。 

本日お渡ししておりますデータヘルス計画書は、平成27年3月に策定したものであ

り、平成25年6月14日に閣議決定されました「日本再興戦略」の施策方針に基づき、

医療や健診データ等の分析を行って、被保険者の健康保持増進におけるＰＤＣＡサ

イクルに沿った効果的な保健事業を実施するために策定した計画でございます。この

計画期間が今年度までとなっておりますので、次期計画である第2期のデータヘルス

計画書の策定に向けまして、現在準備を進めております。案ができ次第、運営協議

会を開催させていただき、内容につきましてご議論いただきたいと思っておりますの

で、それまでに現在の計画書の内容につきましても、改めてご確認しておいていただ

きますよう、よろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

 

ありがとうございます。ただいま説明がありましたように27年度から3年間のデータへ

ルス計画の資料がございます。30年からこれもまた3年間作っていただくということでご

ざいますが。 

 

今度は一応６年間です。 

 

 

６年ですか。３年の倍の年数になっておりますけれども、６年間の計画をたてられる

ということで、その内容につきまして、この運営協議会の中で議論をして良いものにし

ていくという風に思っております。よろしくお願いします。 

一応3月中までに次回もう一度運営協議会を開催したいということでございます。 

 

できれば2月の下旬ごろに一度させていただきたいと思っております。 

もう一回は3月中にまた開ければと、今のところは考えております。 

 

わかりました。今事務局から提案がありましたように2月末までにもう一度、この協議

会の開催をしたいということでございますので、委員の皆様、本当に大変でございま

すけれども、決まりましたらご出席をよろしくお願い申しあげたいと思います。この件に

つきまして、何かご意見等ございませんでしょうか。特に無いようですので、本日の国

民健康保険運営協議会はこれにて閉会したいと思います。どうもありがとうございまし
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